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周防大島町告示第55号 

 平成27年第２回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成27年６月４日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成27年６月11日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

魚谷 洋一君          平川 敏郎君 

田中隆太郎君          広田 清晴君 

荒川 政義君          中本 博明君 

今元 直寬君          尾元  武君 

平野 和生君          吉田 芳春君 

濱本 康裕君          新山 玄雄君 

小田 貞利君          松井 岑雄君 

久保 雅己君                 

───────────────────────────── 

○６月19日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

魚原 満晴君                 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成27年 第２回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成27年６月11日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成27年６月11日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 平成２６年度周防大島町繰越明許費繰越額の報告について 

 日程第６ 議案第１号 平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第７ 議案第２号 周防大島町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第３号 周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第４号 動産の買入れについて（平成２７年度周防大島町公用車(塵芥車)購入） 

 日程第10 議案第５号 動産の買入れについて（平成２７年度水道メーター購入） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 報告第１号 平成２６年度周防大島町繰越明許費繰越額の報告について 

 日程第６ 議案第１号 平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第１号） 

 日程第７ 議案第２号 周防大島町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第８ 議案第３号 周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第４号 動産の買入れについて（平成２７年度周防大島町公用車(塵芥車)購入） 

 日程第10 議案第５号 動産の買入れについて（平成２７年度水道メーター購入） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 魚谷 洋一君       ２番 平川 敏郎君 

３番 田中隆太郎君       ４番 広田 清晴君 
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５番 荒川 政義君       ６番 中本 博明君 

８番 今元 直寬君       ９番 尾元  武君 

10番 平野 和生君       11番 吉田 芳春君 

12番 濱本 康裕君       13番 新山 玄雄君 

14番 小田 貞利君       15番 松井 岑雄君 

16番 久保 雅己君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

７番 魚原 満晴君                 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 福田 美則君     議事課長 中村 和江君 

書  記 岡本 義雄君                 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 西本 克也君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 西川 敏之君 

公営企業管理者 ……… 石原 得博君   総務部長 ……………… 奈良元正昭君 

産業建設部長 ………… 池元 恭司君   健康福祉部長 ………… 松本 康男君 

環境生活部長 ………… 佐川 浩二君   久賀総合支所長 ……… 松田  博君 

大島総合支所長 ……… 佐本 洋二君   東和総合支所長 ……… 迎 智可志君 

橘総合支所長 ………… 青木 一郎君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 木村 秀俊君 

教育次長 ……………… 岡野 正徳君   公営企業局総務部長 … 藤田 隆宏君 

総務課長 ……………… 佐々木義光君   財政課長 ……………… 中村 満男君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（久保 雅己君）  おはようございます。本日は御出席いただきまして、ありがとうござい

ます。 

 ただいまから、平成２７年第２回周防大島町議会定例会を開会します。 
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 魚原満晴議員から、今期定例会を欠席する旨の通告を受けております。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（久保 雅己君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。今期定例会の署名議員は、

会議規則第１２７条の規定により、３番、田中隆太郎議員、４番、広田清晴議員を指名いたしま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（久保 雅己君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、去る６月４日開催の議会運営委員会において協議の結果、

お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から６月１９日までの９日間としたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布し

てある会期日程のとおり、本日から６月１９日までの９日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（久保 雅己君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 本年３月以降、本日までに議会に提出されております文書について御報告いたします。 

 まず、地方自治法の規定に基づき、監査委員より例月現金出納検査（３月・４月・５月実施

分）と定期監査（３月・４月・５月実施分）の結果の報告がありましたので、お手元にその写し

を配布しております。 

 次に、陳情・要望については、１件を受理いたしました。議会運営委員会にお諮りいただき、

陳情・要望第２４号集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し、関連法律の改正等を行

わないことを求める意見書の提出に関する要請は、議員配布として既にお手元にお届けしており

ます。 

 続いて、系統議長会関係について、去る５月２６日、２７日に、中野サンプラザホールで、全

国町村議会議長会主催の町村議会議長・副議長研修会が行われ、松井副議長と私、久保が出席い

たしました。初日に、「これからの町村議会を考える」と題したシンポジウムでは、北海道福島

町議会など５つの町議会の議会改革への取り組み事例の発表があり、会場からも質疑が行われま
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した。 

 ２日目は、「日本の健康の鍵は農村・漁村が握る」と題し、関西大学の白石真澄教授が講演さ

れました。規模が小さくともそれぞれの地域が個性豊かに文化や歴史を維持し、そこに働く場を

確保し、若者にとっても魅力ある地域であり続けることが日本の国土にとって大きなことである。

若者が子供との時間を持ちたいと職住近接で生活するライフスタイルを求めており、そのような

ライフスタイルに魅力を感じる人、価値観を共有する人と人とのつながりを持って、企業ではな

く人を誘致すれば地方が活性化する、また、確実な情報は口コミであるなどのお話は大変興味が

あるものでありました。 

 次に、山口県町議会議長会の行政視察研修は、７月２９日から３１日まで佐賀県白石町と長崎

県小値賀町が予定されています。白石町は平成１７年１月に３町が合併して誕生した町で、米と

麦を中心に、レンコン、タマネギ、レタスなどが栽培され、農産物の宝庫となっています。 

 また、小値賀町は五島列島の北端に浮かぶ小さな島で、西海国立公園の指定を受け、恵まれた

自然を生かした島暮らしの体験型観光を推進しています。両町の町の特性を生かした取り組みを

勉強してまいりたいと思っております。 

 次に、山口県町村議会議長会主催による議会実務研修会が８月２７日木曜日に山口市で開催さ

れる予定であり、全員の参加をお願いするところであります。 

 続いて、柳井地区広域市町議会議長会関係では、定期総会が５月２１日に開催され、本年度の

合同研修会の日程等について協議がなされ、７月２８日火曜日にベルゼで実施することとしまし

た。全員の参加をお願いするところであります。 

 次に、町人会関係につきましては、５月２３日の東京大島ふるさと会へ、広田清晴議員、松井

岑雄議員と私、久保が出席いたしました。町の最新の情報を届けるとともに、旧交を温めてまい

りました。 

 また、広島・周防大島町人会が７月５日日曜日に開催されます。その出席について、各常任委

員会より２名、計６名の出席をお願いしたいと考えております。各常任委員長さんにおかれまし

ては、本日中に事務局へ参加者の報告をお願いいたします。 

 議員派遣の件につきましては、御決議いただくことといたしております。 

 以上、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 

○議長（久保 雅己君）  日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。 

 町長から、行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  改めまして、おはようございます。本日は、平成２７年第２回周防大島
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町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変御多忙の中を御参集賜

り、まことにありがとうございます。 

 議案の説明に先立ちまして、行政報告を申し上げたいと思います。 

 １件目は、空き家対策についてであります。 

 御承知のとおり、去る５月２６日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行さ

れたところであります。この法律は、適切な管理が行われていない空き家等が、地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の

有効活用を促進し、公共福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に制定されたものであり

ます。 

 本町では、同様の目的であります「周防大島町空き家等の適正管理に関する条例」が議員提案

により可決成立し、平成２５年４月１日から施行されているところであります。 

 国土交通省からは、この特別措置法の全面施行にあわせて、特定空家等に対する措置の適切な

実施を図るためのガイドラインが公表されまして、特定空家等の判断の参考となる基準等及び特

定空家等に対する措置に係る手続について、参考となる一般的な考え方が示されたところであり

ます。 

 これを受けまして、町といたしましては、先に申し上げました周防大島町空き家等の適正管理

に関する条例の特色でもあります自治会等を巻き込んでの空き家対策といった面はそのまま残し、

法の主旨に沿った改正作業を現在行っているところであります。６月中に国・県の説明会等も予

定されておりますので、この説明も参考にし、次期定例会に改正案をお諮りしたいと考えており

ます。 

 一方で、もう１つの目的でもあります空き家の有効活用についてでありますが、空き家バンク

への登録物件はなかなか増加するには至っておりません。本年度からは、自治会からの情報提供

により空き家バンクへ登録された場合には、自治会に対し１件当たり２万円の報奨金をお支払い

する制度もスタートさせましたが、現在２件の登録にとどまっております。 

 また、今年度、若者の定住促進を図る住宅団地の適地調査費を予算化いたしまして、調査に向

けて今準備を進めているところであります。しかしながら、町外からの移住者に加えまして、町

内の在住者の定住に対する住まいのニーズは高く、その需要にこたえられていないのが現状であ

ります。 

 このような状況を踏まえまして、町が直接空き家を買い上げるか、もしくは町が直接空き家を

借り上げる、そしてまた、必要があればリフォームも行い、安価に提供するといったことを検討

するよう職員に指示したところであります。 

 また、現在、お試し暮らしの住宅として１戸ほど用意をいたしておりまして、１週間１万円で、
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最長４週間のお試し暮らしを行っておりますが、これとは別に、空き家となっております教職員

住宅を活用して、数カ月の、または１年以内ぐらいのお試し住宅数戸を整備し、これも検討をさ

せているところであります。 

 既存の法制度の中で可能な方法、財源の問題など、大胆な発想で、町内に３０％を超えると言

われております空き家をいかに有効に活用し、地方創生、定住につなげるかを真剣に考える必要

があると思っております。 

 今申し上げました件につきましては、移住者向け、そしてまた、子育て世代が住宅を建設する

ため用の用地、そして、さらには移住者とか町内の在住者で、なおかつ住宅が必要だという方そ

れぞれに対応できるようなシステムにしていかなければならないというふうにも考えておるとこ

ろでございます。 

 議員各位におかれましても、さまざまなアイデア、情報を提供いただければと思っております

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、周防大島町地域見守りネットワーク事業に関する協定の締結について、御報告いたしま

す。 

 去る６月１日、配達や検針などの業務を行っている民間事業者と町との間で、「周防大島町地

域見守りネットワーク事業に関する協定」を締結いたしました。この協定は、町が民間事業者の

協力を得て、町内の高齢者や障害者、子ども等の見守り活動を行い、配達業務などの際に高齢者

等の異変を発見した場合には、その情報を町、または消防署や警察署に連絡してもらうというも

のであります。 

 誰もが住みなれた地域で安心して生活できる環境づくりを目的としており、協定締結事業者は、

日本郵便株式会社、新聞販売店、山口県ＬＰガス協会周防大島支部、町簡易水道検針業務受託者、

中国電力株式会社柳井営業所、生活協同組合コープ山口など６事業関係、８４の事業所及び個人

でございます。 

 ６月１日の調印式では、代表の１５事業者と協定を取り交わし、当日出席できなかった生活協

同組合コープ山口とは６月４日に協定を締結いたしたところであります。 

 今後も町内外の事業者にこの事業への参画をお願いし、見守りネットワークの拡充に努めてま

いりたいと考えております。 

 ３件目の報告でございますが、ニホンアワサンゴに関する平成２６年度の国、県事業について

報告いたします。 

 平成２５年２月２８日環境省告示第１０号をもって、本町内の海域の一部が瀬戸内海国立公園、

これは山口県地域でございますが、の海域公園地区に指定されました。海域公園区域に指定を受

けましたのは、牛ヶ首海域公園、地家室海域公園、沖家室海域公園及び伊崎海域公園で、総面積
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５６.４ヘクタールは既に御案内のとおりであります。 

 この指定は、瀬戸内海では初めての指定になることから、国・県では平成２６年度にニホンア

ワサンゴの保全と活用について関連事業を実施したところであり、その概要について行政報告を

させていただきます。 

 まず、国、これは環境省でございますが、この国の直轄事業についてであります。 

 地域の自然や社会状況を熟知した地元の住民団体等によりまして、地域の実情に対応した迅速

できめ細やかな自然環境保全活動を推進し、国立公園の管理のグレードアップを図ることを目的

として、海底ごみの堆積状態の調査、ダイバー等による海底清掃、海岸清掃、船による大型ごみ

の運搬、ごみの処分を実施するマリンワーカー事業として４００万円が予算措置され、海中清掃

を平成２６年７月２１日「海の日」に、そして、周防大島アワサンゴ協議会や、地元自治会や県

庁中山間応援隊などによる海岸清掃にあわせて、海域公園地区内の海中清掃、これは事業費

１００万円でありますが、これの実施及び旧地蔵小学校付近の現地に、海域公園地区の表示看板、

これは事業費１５９万円でありますが、これを設置いたしました。 

 また、環境省中国四国地方環境事務所が海域公園地区を紹介するパンフレットを１万

２,０００部を作成し、町内各観光施設に備えつけております。本日は議員各位のお手元にも配

布させていただいております。 

 次に、エコツーリズム事業として２７０万円の予算措置があり、海域公園の象徴でもあります

ニホンアワサンゴを軸とした自然資源の保全と適正な利活用を図る観点から、周防大島でのエコ

ツーリズム利用及びエコツアープログラムを検討するため、「周防大島エコツーリズム推進検討

会」を設置し、５つのプログラム案の提案がありました。この中から１つを選び、本年１月下旬

に企画主催を環境省の試行ツアーとして「周防大島エコツアー」を実施したところでございます。 

 なお、本検討会で協議した５つのプムグラム内容を参考にして、本年度、２７年度であります

が、本年度は周防大島ニホンアワサンゴ協議会の主催にてモニターツアーを開催予定といたして

おります。 

 次に、県の事業についてであります。 

 県自然保護課関係では、生態系保全対策事業、これは、事業費は旅費や謝金など約８６万円と

なっておりますが、生態系保全対策事業として、環境省の生物多様性保全推進アドバイザーを務

め、サンゴの生態に詳しい黒潮生物研究所、これは高知県の大月町にありますが、ここの元所長

の岩瀬文人さんをコーディネーターとして派遣を受けまして、海域公園内の海中を含め現地調査

をされました。 

 その調査はサンゴの生態や分布状況をもとに報告書にとりまとめられ、本年１月２５日、周防

大島アワサンゴ協議会主催の「周防大島自然環境シンポジウム」にて基調講演やパネルディスカ
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ッションに参加いただきました。 

 次に、県中山間地域づくり推進課関係では、「やまぐちスロー・ツーリズム推進事業」として、

未利用資源を活用した新たなツーリズムの創出に、ツアー募集経費の助成、これは上限３８万円

でありますが、この助成、そして、この公募に町内のＮＰО法人自然と釣りのネットワークが選

定され、１泊２日のモニターツアーを企画し、その状況は新聞でも紹介されたところであります。 

 最後に、本町協議会では、ニホンアワサンゴについて、「守る」、「広める」、「学ぶ」、

「活かす」の４つの取り組む事業を記述するアクションプログラムや県自然保護課の指導・アド

バイスを受けて町全体・白木半島において、アワサンゴを活用した地域振興の環境保全に取り組

む意義、方向性等について記述した「アワサンゴを活用した地域交流計画」を策定いたしました。 

 以上、平成２６年度アワサンゴ関係の国、県の事業概要についての報告でございます。 

 ４件目は、竜崎温泉「潮風の湯」入浴回数券の引換えについて報告をさせていただきます。 

 昨年度、旧橘町及び合併後の周防大島町で発行いたしました入浴回数券にかわる新回数券を大

人券１万５千枚、子供、６５歳以上及び障害者券それぞれ５千枚ずつ計３万枚を印刷し、昨年

１０月から各総合支所、商工観光課及び竜崎温泉において新回数券への引換えを行ってまいりま

した。 

 これまでに、昨年１０月、今年１月の町の広報紙における周知や竜崎温泉において引換えの促

進などを行った結果、本年３月末までに大人１,３２１枚、子供４枚、６５歳以上５枚の計

１,３３０枚の回数券を引換えております。しかし、数の上ではまだまだ相当の回数券が引換え

られていないと思われますので、今後も周知を図り、更なる引換えの促進を行いたいと考えてお

ります。 

 ５件目でございますが、平成２６年度周防大島町各会計決算見込みについてであります。 

 平成２６年度の一般会計及び公営企業局企業会計を除く各特別会計の出納を閉鎖いたしました。

いずれの会計も順調に執行することができ、一般会計では、翌年度へ繰り越すべき財源を除く実

質収支は約６億１,０００万円の黒字が見込まれる状況にあり、また、特別会計につきましても

黒字もしくは収支ゼロの決算見込みとなっております。 

 これは、まさに町民の皆様、議員各位の御理解と御協力の賜物であり、感謝申し上げる次第で

あります。 

 現在は、決算書の調整作業を進めておりまして、公営企業局企業会計も含め、地方自治法第

２３３条並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条に基づく監査委員の審査を経て、

９月定例議会におきまして決算の認定をお諮りするとともに、実質公債費比率を初めとする財政

健全化判断比率を御報告させていただく予定といたしております。 

 以上、行政報告５件を報告とさせていただきました。 
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 それでは、提出議案の概要につきまして、御説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をいたしております案件は、繰越明許費繰越額の報告、補正予算に関するもの

１件、条例の一部改正に関するもの２件、動産の買い入れについて２件、合計６件であります。 

 報告第１号は、平成２６年度繰越明許費繰越額について、繰越明許費繰越計算書の調整を行い

ましたので、これを報告するものであります。 

 議案第１号は、平成２７年度一般会計補正予算（第１号）であります。既定の予算に

５,４２０万円を追加し、予算の総額を１４１億３,７２０万円とするものであります。 

 議案第２号周防大島町手数料徴収条例の一部改正は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 議案第３号周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正は、久賀・大島地区下水道整備事業の

終末処理場の整備に伴い、椋野簡易水道の給水区域を一部追加するものであります。 

 議案第４号は、公用車、東和地区のじん芥車でありますが、これを買い入れるもの、議案第

５号は、水道メーターをそれぞれ買い入れるための契約締結について、議会の御議決をお願いす

るものであります。 

 以上、議案等の概要につきまして御説明申し上げましたが、詳しくは提案の都度、関係参与が

御説明いたしますので、何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

 なお、地方自治法の規定によりまして、町が出資しております社団法人東和ふるさとセンター

及び有限会社サザンセトとうわの経営状況を説明する書類として、総会の資料をお手元に配布を

いたしておりますので、御高覧賜りますようお願い申し上げ、行政報告及び提案理由の説明を終

わります。 

○議長（久保 雅己君）  以上で、行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１号 

○議長（久保 雅己君）  日程第５、報告第１号平成２６年度周防大島町繰越明許費繰越額の報告

について執行部の報告を求めます。奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  報告第１号平成２６年度周防大島町繰越明許費繰越額の報告につい

て御説明をいたします。 

 平成２６年度の繰越明許費につきましては、去る第１回定例会におきまして御議決をいただい

たところであり、これにつきまして歳出予算の繰り越しを行いましたので、お手元に配布のとお

り地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により繰越計算書を調整し、御報告いたします。 

 一般会計におきまして、繰越限度額４億８,６９０万７,０００円に対し、４億８,５７０万
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４,０００円を繰り越しております。その主なものは、プレミアム付商品券発行事業等、さきの

定例会において御議決をいただきました地域住民生活等緊急支援交付金に係る事業でございます

けれども、各事業ごとの繰越額及び財源につきましては、お手元の報告書に記載しておりますと

おりですので、御高覧いただきますことをお願い申し上げ、報告といたします。 

○議長（久保 雅己君）  以上で、執行部の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１号 

○議長（久保 雅己君）  日程第６、議案第１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  議案第１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第１号）に

つきまして、補足説明をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、既定の歳入歳出予算に５,４２０万円を追加し、予算の総額を１４１億

３,７２０万円とする補正を行うものでございます。その概要につきまして、事項別明細書によ

り御説明をいたします。７ページをお願いいたします。 

 １３款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費国庫補助金は、個人番号カードの交付事務に係る

補助金６３９万７,０００円を新規に計上するものでございます。 

 ２目民生費国庫補助金は、軽費老人ホーム「慈光荘」の設備整備に係る地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金３,０９９万２,０００円を新規に計上するものでございます。 

 １４款県支出金２項県補助金７目教育費県補助金は、いずれも宿泊体験学習に係る補助金であ

り、小学生を対象とするふるさとやまぐち生活体験活動推進事業補助金１５万５,０００円、中

学生を対象とする中学生ふるさと民泊学習推進事業補助金１８万円をそれぞれ新規に計上するも

のでございます。 

 ３項県委託金５目商工費県委託金は、片添ヶ浜海浜公園指定管理料を３３万７,０００円追加

計上するものでございます。 

 ８ページ、１７款繰入金は、財政調整基金を９１８万９,０００円取り崩しての財源調整をし

ようとするものでございます。 

 １９款諸収入４項雑入２目雑入は６９５万円の計上でございます。財団法人自治総合センター

自治宝くじ助成金４１０万円は、宝くじ助成事業の決定通知を受けたことによる新規の計上でご

ざいます。災害共済金は、公用車の事故に伴う共済金４０万円を、地域介護・福祉空間整備等交

付金返還金は、グループホームの転用に伴う事業者からの返還金１８８万５,０００円を、次世
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代自動車等促進対策費補助金は、電気充電式自動車購入に係る補助金５６万５,０００円をそれ

ぞれ計上するものでございます。 

 次に歳出でございます。９ページをお願いいたします。 

 ２款総務費１項総務管理費６目企画費は、全国移住ナビ用ＰＲ映像制作業務の委託料７３万

８,０００円の新規計上でございます。これは、総務省が地方創生関連事業として創設するサイ

ト「全国移住ナビ」に掲載する映像作成を委託するもので、全国全ての自治体が参加することと

なっており、財源は特別交付税において措置される予定でございます。 

 ７目支所・出張所費では、大島支所、東和支所、橘支所経費において、地域の要望に対応する

ため、小規模施設整備事業補助金をそれぞれ追加計上するものでございます。 

 ９目地域振興費は、コミュニティ施設「屋代山泉センター」の消防設備の修繕費８万

４,０００円、また、久賀椋野地区及び橘地区自治会連絡協議会から事業申請のありました自治

宝くじ助成事業につきまして、財団法人自治総合センターより助成の決定通知がありましたので、

助成金４５０万円を新規に計上するものでございます。 

 １０ページ、２項徴税費２目賦課徴収費は、公用車の事故破損に伴う車両更新の経費２５７万

１,０００円を新たに計上するものであります。破損状態も含め、現有車両の状況を考慮し、更

新することが適当と判断した上で、近年の自動車環境の情勢から、この際、クリーンエネルギー

自動車として電気自動車を購入しようとするもので、これに伴うコンセント設置工事費４万

９,０００円もあわせて計上をしております。特定財源９６万５,０００円は、災害共済金及び次

世代自動車等促進対策費補助金でございます。 

 ３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費では、橘総合支所に配置しております契印機

が不具合の状況にあり、これを更新するための備品購入費２１万６,０００円を計上するととも

に、個人番号制度に伴う通知カード及び個人番号カードの関連事務を地方公共団体情報システム

機構へ委託するための交付金について、歳入と同額の６３９万７,０００円を新規に計上するも

のでございます。 

 １１ページ、３款民生費１項社会福祉費５目介護保険対策費の地域介護・福祉空間整備等施設

整備交付金は、事業要望がありました軽費老人ホーム「慈光荘」のスプリンクラー整備事業につ

きまして、国からその内示を受けたことから、補助金と同額の３,０９９万２,０００円を新規に

計上するものでございます。 

 また、償還金１８８万６,０００円は、平成２２年度に補助金を受けスプリンクラーを整備し

たグループホームが、このたび有料老人ホームに転用することとなり、補助金返還の必要が生じ

たため、事業者より返還金を受け、これを償還する経費の計上でございます。 

 ２項児童福祉費４目保育所費は、久美保育所において職員の急遽の退職に対応するため、臨時
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保育士の雇い入れ賃金１６８万円を追加計上するものでございます。 

 ６款商工費１項商工費３目観光費は、県からの片添ヶ浜海浜公園指定管理料が増額されたため、

歳入と同様に片添ヶ浜公園管理業務委託料を増額計上するものでございます。 

 １２ページ、９款教育費１項教育総務費２目事務局費は、自然宿泊体験補助金３９万

９,０００円の新規計上でございます。これは、中学生が町内で民泊体験学習を通じて、生徒の

豊かな人間性や社会性を育む取り組みを行おうとするもので、本年度は安下庄中学校２年生を対

象に実施する予定としております。 

 以上が、議案第１号平成２７年度周防大島町一般会計補正予算（第１号）についての概要でご

ざいます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらせて

いただきます。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はありません

か。吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  歳出９ページ、宝くじ助成事業で、助成金４５０万円の使途に

ついて詳しく御説明をお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  宝くじ助成事業４５０万円の内容についての御質問ですけども、先

ほど申し上げましたように、久賀地区と橘地区の自治会連絡協議会から要望が出ました。久賀地

区につきましては、防災関連備品、それから、橘地区につきましてはコミュニティ備品をそれぞ

れ購入したいということでの申請を受けまして、このたび交付決定がございました。 

 久賀地区については防災備品ということで、ソーラー型の発電機とか、それで持ち運びのでき

る、そういったもの。それから、橘地区についてはコミュニティ備品として、それぞれの自治会

で活用するいろんな備品を購入するという計画でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  まず１点が、国庫支出金、７ページです。個人番号カード交付事

業補助金６３９万７,０００円についてであります。 

 御承知のように今、年金漏えい問題が全国的な問題になっております。情報問題が、漏出した

と。そういう中で今、国の言うままになると、この１０月にも住民のほうに個人通知で、それで

実際的には、今現在、全国的に言えば、事業者含めてですが、４パーセントぐらいの準備状況か、

そういう中で、あえて国は、そのまま今の状況、例えば住民のほうに１０月にはお知らせすると、

それで、来年以降一部導入という格好になっておるのが法律ではないかというふうに見ておりま

すが、その点でどういうふうに認識しておるのか聞いておきたいと、それが１点です。 
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 それと、もう１点が、今、既に御承知のように、国は、この法律ができてまだ試行の段階にも

かかわらず、実際的には枠を広げる、預金口座とか。もともと災害とかそういう部分だけですよ

と言よったのが、今国会において、実は枠を広げるための法律提案がされておるというのが新聞

等でわかると思います。 

 それで、実際そういうようなことをやると、ますます漏えいの恐れが、部分的出発から始まる

と同時に、今の部分で実際的には漏えいがかなり私は厳しくなってくるんじゃないかなと、され

る要素が大きくなってくるというふうに考えますが、この部分は、地方自治体の長としてどうい

うふうに考えておってのか聞いておきたいというふうに思います。非常に危険だと、今から先の

サイバー攻撃は非常に、いわゆる全国に広がっていく被害が大きいと。 

 それで、もう１つは、これが何で急がれるのかということにすごい疑問を持っております。ニ

ュース等を見てみますと、今回のマイナンバー制度で財界等が要請している部分、景気回復、全

国で３兆円という例えば数字が出されております。また、そういう大企業等で実際的には５月に

先に内閣総理大臣みずからが財界に報告しちょるという事例もあります。本末転倒ではないかな

というふうに考えております。 

 その点で、このマイナンバー制度の今の状況と、漏えいと、その部分について、やっぱり自治

体としては、町民に責任を負うわけですから、その点で聞いておきたいというふうに思います。

これが１点目です。 

 それと、先ほど総務部長のほうから介護保険対策費について補足説明がありました。平成

２２年、グループホームで申請しちょったものが、グループホームから老人ホームに変更するこ

とによって、実際的には町を通じて返還するということになっておるそうですが、実際的は、町

を経由するというのは、補助金の性格から逆にそういう流れになっておるという状況なのかどう

なのか聞いておきたいというふうに思います。 

 また、民生費では、久美保育所が、これは１人分と思われますが、賃金、いわゆる職員の退職

に伴い賃金ということで組まれておると思いますが、実際的に、そこの久美保育所の今年度の体

制は、所管課のほうはわかるかどうか、わかっている範囲で聞いておきたなというふうに思いま

す。よろしくお願いいたしたいと思います。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  １件目の個人番号カードの交付金の補正の関係ですけど、これは、

先ほど申しましたように、地方公共団体情報システム機構へ、この個人番号カードを交付してい

ただく、これの事務の交付金、国から補助金が入ってきまして、これを委託する経費として歳入

歳出同額を予算計上させていただいているところでございますが、今、年金の情報漏えい等々に

絡めての御質問がございまして、今回の補正で議論すべき問題かどうかは別といたしましてなん
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ですけれども、そういった状況にあるということは私ども承知はしておりません。 

 なおかつ、マイナンバー制度の枠を広げる法案が国会に提出されておるということも承知して

おりますが、私ども町といたしましては、当然情報漏えい等に、町のシステム的には、非常にそ

ういったことにはちゃんとしていかなきゃならないということは認識をしておりますけども、こ

の法に基づく事務処理を町としては粛々と行う必要があるということでの補正予算の計上である

ということは御理解いただきたいと思います。 

○議長（久保 雅己君）  松本健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松本 康男君）  広田議員さんから、ただいまグループホームから老人ホームと

いうことで返還金の補助金の性格はということですが、これは町を経由します間接の補助という

性格のものでございます。 

 それから、保育所の２７年度の体制ということでございますが、所長が１名、それから、保育

士３名、調理師１名、計５名の体制でございます。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  御承知のように、議論の場というのがどういう状況であれ、それ

にかかわるもの、かかわるというのは、その影響が出る部門については、やっぱり地方自治体の

議員といえども物は言うべきだという立場で今まで質疑を行ってきました。それを前提にしちょ

きたいと思いますが、今回の年金漏えいについては、御承知のようにブロックごとに流れておる

というのが一つの特徴ではないかというふうに見ちょります。 

 そしてまた、それが数カ所という格好で報道もされております。そういうときに、今回の国庫

補助金で入ってきた金の支払い方、いわゆる今まででしたら町が委託すべきところ、そこに支払

うと、町から。今度は、例えばブロックごとにお金をはじいて、その中で納めていくということ

も言われておりますが、その辺、支払い方について承知しているのかどうなのか。 

 また、直接委託ならそれで答弁していただいていいですし、ブロックごとで計算式があって、

それで支払うていくということになれば、ブロック単位で言えば、どういうブロックで計算して

支払っていくということがわかれば、ちょっと答弁を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  この委託料の支払い方法といいますか、計算の根拠という御質問だ

ろうと思いますけども、まず、この委託先につきましては、地方公共団体情報システム機構、こ

こに一括、全国の地方公共団体全てがここでしかこの番号カード等の交付はできないという、こ

こ１カ所、１つの組織に委託することとなっています、全国の市町村が。ですから、これに対し

て委託料をお支払いする、契約するということになります。 

 これの金額の算定なんですけれども、これは、今概算での金額が通知されておりますけども、
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基本的には人口等を勘案した金額の積算ということになるというふうに私ども承知をしておりま

す。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。討論採決は最終日といた

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第２号 

日程第８．議案第３号 

○議長（久保 雅己君）  日程第７、議案第２号周防大島町手数料徴収条例の一部改正についてと

日程第８、議案第３号周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正についての２議案を一括上程

し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第２号及び議案第３号につきまして、一括して補足説

明をいたします。 

 まず、議案第２号周防大島町手数料徴収条例の一部改正についてであります。 

 ニホンジカやイノシシなどの鳥獣において、急速な生息数の増加や生息域の拡大により、希少

な植物の食害等、生態系への影響や農林水産業、生活環境への被害が深刻な状況となっていると

ころでございます。 

 しかし、鳥獣捕獲の中心的な役割の狩猟者は減少・高齢化しておりまして、担い手の育成や確

保が課題となっているところでございます。 

 このような状況を踏まえて、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律について、新たに鳥獣

の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための対策を講じるため

の改正が行われ、法律の名称が「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」から「鳥獣の保護

及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に変更となりました。 

 したがいまして、改正法の施行に伴い、周防大島町手数料徴収条例別表中の「鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め

るものであります。 

 なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、平成２７年５月２９日から適用しようと

するものであります。 

 次に、議案第３号周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正についてであります。 

 本議案は、平成２６年度より実施しております久賀・大島地区下水道整備事業の終末処理場の
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整備に伴い、本施設等へ給水するため、本条例第２条の別表に定める椋野簡易水道の給水区域を

一部追加するものでございます。 

 なお、附則として、この条例は平成２７年７月１日から施行しようとするものであります。 

 以上が、議案第２号及び議案第３号の補足説明でございます。何とぞ、慎重なる御審議の上、

御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。 

 議案第２号周防大島町手数料徴収条例の一部改正について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第３号周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論、採決に入ります。議案第２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第２号周防大島町手数料徴収条例の一部改正につい

て、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 議案第３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第３号周防大島町簡易水道事業給水条例の一部改正

について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。１０時３５分まで。 

午前10時23分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時35分再開 

○議長（久保 雅己君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 
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日程第９．議案第４号 

○議長（久保 雅己君）  日程第９、議案第４号動産の買入れについて（平成２７年度周防大島町

公用車（塵芥車）購入）を議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  議案第４号動産の買入れ（塵芥車購入）について、補足説明をいたし

ます。 

 本案の動産の買い入れにつきましては、平成１５年に購入し、一般廃棄物収集運搬業務に使用

してまいりましたじん芥車、これはパッカー車でございますが、について、その更新を行い、収

集運搬業務のより円滑な推進を図ろうとするものであります。 

 去る５月２５日に町内業者１１社による指名競争入札の結果、周防大島町大字森の山下モー

タースが９５５万円で落札いたしました。この落札価格に消費税の額を加えた１,０３１万

４,０００円で契約を締結しようとするものであります。 

 なお、参考までに、納車は平成２８年３月１８日までに、大字森９３３番地１、これは旧東和

庁舎車庫でございますが、といたしております。 

 これにより、合併後計画的に進めてまいりました旧町のじん芥車の更新は全て完了いたします。 

 つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条の規定に基づき、議会の御議決をお願いするものであります。 

 何とぞ、慎重なるご審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  じん芥車には平素大変お世話になっていますが、それでは何点

かお尋ねいたします。 

 現在、じん芥車は何台所有しておりますか。また、今回買いかえをするじん芥車は何年使用し

ておりますか。それと、じん芥車の耐用年数についてお伺いいたします。 

 それと、どこに配置するのかが説明がありましたですかね。それと、入札の金額が２０万円程

度でありますが、これは各業者の入札のレベルが上がっているというふうに解釈してよろしいの

かどうか、お伺いいたします。 

 それと、じん芥車とパッカー車との違いを説明していただきたいと思います。 

 それと、レンタルでやっている自治体もあるようでありますけども、そのレンタルで経費節減

とか、いろんな面で検討をされたのかどうか、お伺いいたします。 

 それと、古いじん芥車、買いかえるのですけれども、その後はどのように今後は、当然廃車に

なるんでしょうけども、下取りとっていただくとか、あるいは何かほかのところで有効活用をし
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ていただくとかいうようになるのかどうなのかについてお尋ねいたします。 

○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  今の御質問でございますけども、今、じん芥車が何台町内にあ

るかということでございますが、今８台で運行してもらっております。 

 じん芥車の耐用年数といいますか、それが何年であるかということでございますけども、町の

ほうとしましては、１０年をたって、なおかつ１０万キロ以上走行距離があれば、その辺の提案

を、次の更新の検討ということにしております。 

 じん芥車とパッカー車の違いはということでございますが、これは同じと解釈しております。 

 あとは、レンタルのほうで検討をしたのかということでございますけども、そのようなことは

今、町の担当課のほうでは検討はしておりません。 

 あと、今現在のこの車の下取りとかという話でございますけども、今ある車を下取りに出しま

して、新たな車に更新しようとしております。その下取り車がその後どうなるかというのは私の

ほうではわかっておりませんので、その辺はよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  １点、レンタルとの考え方なのですけども、今回のパッカー車の購

入につきましては、財源で合併特例債を活用しております。したがいまして、レンタルよりは購

入のほうが財源的に有利という判断をしております。 

○議長（久保 雅己君）  吉田議員。 

○議員（１１番 吉田 芳春君）  それと、入札金額が拮抗しているというような状況ですけども、

１,０００万円という金額は、車は特殊車であるのでそういう問題もあるかもしれませんけども、

余り差が出ないというような状況で、逆に言えばもうけが出ないということか、その辺のとこは

よくわかりませんけども、どのように提案されているのかによって金額が、業者のほうではじき

出す算出根拠等があろうかと思いますので、その辺はどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  今回のパッカー車の設計金額、幾らかと、どういった形で根拠

を示すということで、パッカー車のほうでは、設計価格につきましてはメーカー２社から見積も

りを徴収いたしまして、今、低いほうの価格を採用しております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。平川議員。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  ２番、平川です。今回もそうですが、動産の買い入れの入札は、
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郵便入札でなく、当日入札会場で応札という方法となっておると思うのですが、今回もその方法

だと思うのですが、今後こういう動産の買い入れ、これも郵便入札でなく、当日応札という形を

とるのかどうか、その点についてお尋ねします。 

○議長（久保 雅己君）  奈良元総務部長。 

○総務部長（奈良元正昭君）  今のところこの方式で引き続き行っていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（久保 雅己君）  平川議員。 

○議員（２番 平川 敏郎君）  郵便入札の基準というのが第２条に要綱があったと思うのですが、

これは町長が判断して決めるとなっちょった記憶があるのですが、部長が答えられたですが、町

長はいいですか。 

○議長（久保 雅己君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  入札に出す頻度というのは非常に少ないということと、やはり、実際に

入札をする指名業者さん、言うなればモータース屋さんなんですが、言うなれば建設業者さんの

ように、たびたびしょっちゅう入札があるということになって、言うなればそれに慣れてないと

いうことも多分あるのではないかと思いますし、それで、建設業者さんの場合は、そこに集まっ

て顔を合わせながら入札書を入札箱に投入するというふうなことが、反対に談合とかにつながる

のではないかというふうなこともあってこのような制度になったのではないかと思っております。 

 この車等、物品の購入につきましては、そのようにたびたびあるものでもないし、そして、制

度的にまたそれぞれの自動車の販売業者さんがこの入札にどこまで習熟されておるかということ

もありますので、今のところはそう回数も少ないということから、動産の買い入れについては今

までのとおりでいきたいと思っているところでございます。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第４号動産の買入れについて（平成２７年度周防大

島町公用車（塵芥車）購入）を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 



- 21 - 

日程第１０．議案第５号 

○議長（久保 雅己君）  日程第１０、議案第５号動産の買入れについて（平成２７年度水道メー

ター購入）を議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第５号、動産の買入れ（水道メーター）について補足

説明をいたします。 

 平成２７年度水道メーター購入に係る物品購入契約の締結につきまして、去る５月２５日に

１０社による指名競争入札を行った結果、広島市の東洋計器株式会社の広島事務所が３６２万

８,３６０円で落札いたしました。入札率は５４.１５％でございます。この落札価格に消費税を

加えた３９１万８,６２８円で物品購入契約を締結しようとするものであります。 

 物品購入契約の概要でございますが、計量法に定める特定計量器のうち、積算体積計に類する

水道メーターにおいて、法定有効期間８年でございますが、この満了日が到来するものについて

メーター交換の必要があり、水道メーター２,３１７個を購入するものでございます。 

 内訳といたしましては、口径１３ミリメートルが２,２００個、口径２０ミリメートルが

８９個、口径２５ミリメートルが１１個、口径４０ミリメートルが８個、口径５０ミリメートル

が４個、口径５０ミリメートルのフランジつきが２個、口径５０ミリメートルのフランジつきで

遠隔・電子式が１個、口径７５ミリメートルのフランジつきが１個、口径１００ミリメートルの

フランジつきで遠隔・電子式が１個となっております。 

 なお、参考までに、物品の納入期限は契約の日の翌日から平成２７年１２月１８日までとして

おります。 

 つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例

第３条の規定に基づき、町議会の議決をお願いするものでございます。 

 何とぞ、慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（久保 雅己君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありません

か。広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  議員の皆さん方も毎回水道メーターについてはいろいろ思うとこ

ろがあるかというふうに思いますが、今回も実際的にはこういう入札結果です。 

 そこで質疑をしておきたいのは、実際水道メーターをつくることができる入札業者は３社なの

かどうなのか。例えば、こことこことここは実際的にはつくることができますよという会社は実

際的にどこなのか。それで、つくることのできない会社からすれば、競争力をいかに発揮しよう

とも、実際的にはとれないというのが通常社会の理屈というふうに思われますが、どのように考

えておられるのか聞いておきたいというふうに思います。それが１点です。 
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 それともう１点が、実際的に、それじゃ今度は納入を受けて、それで各所に設置する。今回の

入札価格は設置も含めての価格というふうに考えておりますが、その点でよいのかどうなのか。

すると今度は、設置については、実際的には昨年度の場合はどうなのかという疑問が出るので、

あくまで今回の分は納入だけですよという格好で、今から設置については、例えば金額ベースが

ありますから、金額で随契にふさわしいとか、入札にふさわしいとか、いろいろなランクがある

と思いますので、改めて聞いておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（久保 雅己君）  佐川環境生活部長。 

○環境生活部長（佐川 浩二君）  今回の入札価格の設定でございますけども、設置を含めたもの

かどうかということでございますけども、これは購入のみの価格になっております。 

 メーカーにつきましては、今現在、今入札参加しておる業者につきましては全て、３社ができ

るということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（久保 雅己君）  広田議員。 

○議員（４番 広田 清晴君）  実際的には入札に入るけど、競争力をいかに発揮しても、実際的

には対等な競争はできないような状況があるという点を念押ししちょきたいというふうに思いま

す。 

 言いますのが、実際的に入札に入ることそれ自体が業者からしたらかなりのプラスになる場合

もあるし、入れない業者からしたらマイナスがあるかもわかりませんので、その点は明らかにし

ちょきたいというふうに思います。 

○議長（久保 雅己君）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（久保 雅己君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第５号動産の買入れについて（平成２７年度水道

メーター購入）を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（久保 雅己君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（久保 雅己君）  以上で、本日の日程は全て議了いたしました。 
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 本日はこれにて散会いたします。次の議会は６月１９日金曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（福田 美則君）  御起立願います。一同、礼。 

午前10時54分散会 

────────────────────────────── 

 


